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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月23日(2020.4.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジペプチジルペプチダーゼ－４阻害剤又はその薬学的に許容される塩を含む、網膜神経
変性疾患の眼局所治療及び／又は予防に使用するための医薬。
【請求項２】
　網膜ジペプチジルペプチダーゼ－４の阻害による、請求項１に記載の医薬。
【請求項３】
　前記ジペプチジルペプチダーゼ－４阻害剤が、シタグリプチン、サキサグリプチン、ビ
ルダグリプチン、リナグリプチン、アナグリプチン、テネリグリプチン、アログリプチン
、トレラグリプチン、ゲミグリプチン、オマリグリプチン、その薬学的に許容される塩及
びこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１又は２に記載の医薬。
【請求項４】
　前記網膜神経変性疾患が、糖尿病性網膜症（ＤＲ）、加齢黄斑変性、緑内障、及び網膜
色素変性症からなる群から選択される、請求項１～３のいずれか１項に記載の医薬。
【請求項５】
　前記網膜神経変性疾患が糖尿病性網膜症及び関連する微小血管障害である、請求項１～
４のいずれか１項に記載の医薬。
【請求項６】
　前記糖尿病性網膜症の初期段階の眼局所治療に使用される、請求項５に記載の医薬。
【請求項７】
　有効量のジペプチジルペプチダーゼ－４阻害剤又はその薬学的若しくは獣医学的に許容
される塩及びこれらの混合物を、局所的な薬学的又は獣医学的に許容される賦形剤及び／
又は担体と共に含む、網膜神経変性疾患の眼局所治療及び／又は予防のための局所用医薬
組成物又は獣医学的眼局所用組成物。
【請求項８】
　有効量の哺乳動物グルカゴン様ペプチド－１、リラグルチド、エキセナチド、リキシセ
ナチド、又はその薬学的若しくは獣医学的に許容される塩及びこれらの混合物からなる群
から選択される化合物を更に含む、請求項７に記載の局所用医薬組成物又は獣医学的眼局
所用組成物。
【請求項９】
　前記哺乳動物グルカゴン様ペプチド－１が、ヒトグルカゴン様ペプチド－１（７－３７
）（ＵｎｉＰｒｏｔ：Ｐ０１２７５）又はその薬学的若しくは獣医学的に許容される塩で
ある、請求項８に記載の医薬組成物又は獣医学的眼局所用組成物。
【請求項１０】
　溶液、クリーム、ローション、軟膏、乳剤、及び懸濁剤からなる群から選択される、請
求項７～９のいずれか１項に記載の局所用医薬組成物又は獣医学的局所用組成物。
【請求項１１】
　点眼液である、請求項７～１０のいずれか１項に記載の局所用医薬組成物又は獣医学的
局所用組成物。
【請求項１２】
　前記網膜神経変性疾患が、糖尿病性網膜症、加齢黄斑変性、緑内障、及び網膜色素変性
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症からなる群から選択される、請求項７～１１のいずれか１項に記載の局所用医薬組成物
又は獣医学的局所用組成物。
【請求項１３】
　徐放性組成物である、請求項７～１２のいずれか１項に記載の局所用医薬組成物又は獣
医学的眼局所用組成物。
【請求項１４】
　前記糖尿病性網膜症の初期段階の眼局所治療及び／又は予防に使用される、請求項７～
１３のいずれか１項に記載の局所用医薬組成物又は獣医学的眼局所用組成物。
【請求項１５】
　ジペプチジルペプチダーゼ－４阻害剤又はその薬学的もしくは獣医学的に許容される塩
を、局所的な薬学的または獣医学的に許容される賦形剤及び／又は担体と共に含む医薬又
は獣医学的眼局所用組成物であって、２０℃、ｐＨ４．５～９．０で５．０×１０－４Ｐ
ａ．ｓ～３００Ｐａ．ｓの動粘度を有し、前記ジペプチジルペプチダーゼ－４阻害剤が組
成物の最終体積に対して５ｍｇ／ｍｌ～２００ｍｇ／ｍｌの濃度である、組成物。
【請求項１６】
　前記ジペプチジルペプチダーゼ－４阻害剤が、組成物の最終体積に対して２０ｍｇ／ｍ
ｌ～２００ｍｇ／ｍｌの濃度である、請求項１５に記載の医薬又は獣医学的眼局所用組成
物。
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